
釧路市障がい者自立支援協議会組織図
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運 営 会 定 例 会

生活支援部会
教育・療育部会

権利擁護部会雇用就労部会相談支援部会

専門部会
〇関係者による連携、支援体制の推進に必要な
事項について情報の共有と協議を行う
〇２～６ヶ月に１回開催

自立支援協議会（全体会） ～ 決定機関
〇運営会において協議された事項、協議会の設置
目的の達成に必要な事項を協議する
〇専門職、福祉・保健・医療、養護学校・行政
機関、障がい者団体、障がいをお持ちの方等
３５名以内
〇年に１～２回程度開催

運営会
〇専門部会で協議された事項と定例会の調整
〇関係者による連携、支援体制の推進に必要な
事項を協議する
〇専門部会 部会長・副部会長 １４人
〇年に２～４回程度開催

定例会
〇専門部会員全体への情報共有
〇関係者による連携、支援体制に必要な
事項を推進する
〇専門部会員 ２０～６０人程度
〇年に２～４回程度開催

放課後等

デイサービスのつどい

医療的ケア児・

者検討会議


